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１　

は
じ
め
に

城
崎
温
泉
は
、
兵
庫
県
北
東
部
に
位
置
す
る
日
本

有
数
の
温
泉
街
で
す
。
温
泉
街
に
は
７
つ
の
外
湯
が

あ
り
、
浴
衣
を
着
て
外
湯
を
巡
る
そ
ぞ
ろ
歩
き
を
街

中
で
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
し
て
、
温
泉
街
の
町
並
み
が
高
く
評
価
さ
れ
、

世
界
的
旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
『
ロ
ン
リ
ー
プ
ラ
ネ
ッ

ト
』
に
「Best O
nsen T

ow
n

」
と
紹
介
さ
れ
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
「
ミ

シ
ュ
ラ
ン
・
グ
リ
ー
ン
ガ
イ
ド
・
ジ
ャ
ポ
ン
」
で
二

つ
星
を
獲
得
し
て
お
り
、「
近
く
に
い
れ
ば
寄
り
道

を
し
て
訪
れ
る
べ
き
場
所
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い

ま
す
。

豊
岡
市
で
は
、
城
崎
温
泉
の
町
並
み
を
良
好
な
状

態
で
次
世
代
に
継
承
す
る
た
め
、「
豊
岡
市
城
崎
温

泉
地
区
に
お
け
る
歴
史
的
建
築
物
の
保
存
及
び
活
用

に
関
す
る
条
例
」（
以
下
「
本
条
例
」
と
い
う
。）
を

平
成
29
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
し
て
い
ま
す
。

本
稿
で
は
、
本
条
例
の
制
定
ま
で
の
取
組
に
つ
い

て
説
明
し
ま
す
。

２　

城
崎
温
泉
の
歴
史
的
建
築
物

城
崎
温
泉
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
木
造
３
階
建
て
旅

館
」
を
含
む
数
多
く
の
木
造
建
築
物
が
存
在
し
、
そ

れ
ら
の
建
築
物
群
が
「
歴
史
と
文
学
と
い
で
湯
の
ま

ち
城
崎
温
泉
」と
し
て
の
景
観
を
構
成
し
て
い
ま
す
。

城
崎
温
泉
は
、
約
１
４
０
０
年

の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
城
崎
温
泉

駅
前
か
ら
７
つ
の
外
湯
に
つ
な
が

る
大お

お

谿た
に

川が
わ

沿
い
に
は
、
全
国
で
も

有
数
の
「
木
造
３
階
建
て
旅
館
」

が
密
集
し
た
温
泉
街
が
形
成
さ
れ

て
お
り
、
川
べ
り
の
柳
と
あ
い

ま
っ
て
情
緒
あ
る
風
景
を
醸
し
出

し
て
い
ま
す
。

大
正
14
年
５
月
に
発
生
し
た
北
但
馬
地
震
で
は
城

崎
温
泉
街
の
建
築
物
は
倒
壊
・
焼
失
に
よ
り
壊
滅
的

な
被
害
を
受
け
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
ま
ち
が
一
体

【条例制定の事例（建築基準法第３条第１項第３号「その他の条例」）】
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　城崎温泉は、約1,400年の歴史がある日本有数の温泉街である。温泉街にあるいわ
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と
な
っ
て
復
興
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
、
昭
和
10
年
に

は
外
湯
を
中
心
と
し
た
城
崎
温
泉
の
骨
格
が
整
備
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
現
存
す
る
多
く
の
木
造
建

築
物
は
、建
築
基
準
法
（
以
下
「
建
基
法
」
と
い
う
。）

が
制
定
さ
れ
た
昭
和
25
年
以
前
に
建
築
さ
れ
た
復
興

建
築
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
歴

史
性
や
生
活
・
文
化
が
色
濃
く
残
る
城
崎
温
泉
の
景

観
は
、
良
好
な
状
態
で
次
世
代
に
継
承
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
歴
史
的
・
文
化
的
・
景
観
的
に
も

貴
重
な
資
産
で
す
。

城
崎
温
泉
の
町
並
み
を
形
成
す
る
歴
史
的
・
文
化

的
・
景
観
的
に
価
値
の
あ
る
建
築
物
の
う
ち
、
特
に

木
造
３
階
建
て
旅
館
は
、
観
光
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化

等
に
よ
る
新
た
な
用
途
へ
の
変
更
や
大
規
模
修
繕
等

に
よ
る
建
築
行
為
を
行
お
う
と
す
る
場
合
、
現
行
の

建
基
法
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
保
存
し
な
が
ら
使
い
続
け
る
こ
と
が
困
難
に

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
空
き
店
舗
の
発

生
や
建
築
物
を
取
り
壊
し
て
駐
車
場
に
す
る
な
ど
、

城
崎
温
泉
の
優
れ
た
町
並
み
景
観
の
連
続
性
が
失
わ

れ
、
城
崎
温
泉
の
景
観
の
保
全
が
難
し
く
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。

３　

条
例
制
定
の
目
的

建
基
法
で
は
、
国
宝
や
重
要
文
化
財
と
い
っ
た
文

化
財
と
し
て
特
に
価
値
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
建
築

物
を
除
き
、
建
基
法
制
定
以
前
に
建
築
さ
れ
た
建
築

物
に
対
し
て
も
、増
築
や
用
途
変
更
を
行
う
際
に
は
、

原
則
と
し
て
現
行
の
建
基
法
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、「
木
造
３
階
建
て
旅
館
」
を
始
め
と

す
る
木
造
の
復
興
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
・

文
化
的
・
景
観
的
に
価
値
の
あ
る
建
築
物
で
あ
っ
て

も
、
現
行
の
建
基
法
に
適
合
し
な
い
た
め
、
意
匠
や

形
態
等
の
保
存
が
困
難
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
豊
岡
市
で
は
歴
史
的
・
文
化
的
・
景
観

的
に
価
値
の
あ
る
建
築
物
の
保
存
活
用
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
保
存
活
用
に
当
た
っ
て
建
基
法
に
よ
る

各
種
規
定
の
適
合
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
、
建
基
法

第
３
条
第
１
項
第
３
号
の
適
用
除
外
の
規
定
が
活
用

で
き
る
よ
う
、
本
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。

本
条
例
は
、
建
基
法
の
適
用
を
除
外
す
る
建
築
物

に
つ
い
て
、
現
状
変
更
の
規
制
及
び
保
存
の
た
め
の
措

置
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
た
も
の
で
す
。
歴

史
的
な
価
値
を
有
す
る
建
築
物
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

安
全
性
等
を
十
分
に
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
本
条
例
で
は
、
当
該
建
築
物
の
状
態
や
街
区
環

境
へ
の
影
響
を
考
慮
し
な
が
ら
、
当
該
建
築
物
の
安

全
性
等
の
維
持
・
向
上
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

除却された木造３階建て旅館

除却前 除却後
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な
お
、
豊
岡
市
の
よ
う
な
特
定
行
政
庁
で
は
な
い

自
治
体
が
、
建
基
法
の
適
用
除
外
規
定
を
設
け
た
自

主
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
は
全
国
的
に
も
初
め
て
の

取
組
で
す
。

４　

検
討
委
員
会
の
設
置

豊
岡
市
で
は
条
例
制
定
の
た
め
、
平
成
26
年
６
月

に
有
識
者
に
よ
る
豊
岡
市
歴
史
的
建
築
物
保
存
活
用

検
討
委
員
会
（
以
下

「
検
討
委
員
会
」
と
い

う
。）
を
設
置
し
、
課

題
の
抽
出
や
建
築
物

の
安
全
性
向
上
に
つ

い
て
検
討
を
行
い
ま

し
た
。
検
討
委
員
会

は
平
成
28
年
３
月
ま

で
計
８
回
開
催
さ
れ
、

建
基
法
の
代
替
措
置

と
し
て
安
全
性
確
保

の
考
え
方
を
示
し
た

「
認
定
歴
史
的
建
築
物

の
安
全
性
確
保
等
に

関
す
る
指
針
」
を
取

り
ま
と
め
ま
し
た
。

こ
の
指
針
は
、
条

例
適
用
の
際
に
作
成

が
必
要
な
「
保
存
活

用
計
画
」
の
安
全
性
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
と

な
り
ま
す
（「
保
存
活
用
計
画
」
の
詳
細
に
つ
い
て

は
後
述
し
ま
す
。）。

指
針
の
主
な
内
容
は
、
表
１
の
と
お
り
で
す
。

５　

条
例
の
概
要

（
１
）
条
例
の
対
象

①　

対
象
地
域

豊
岡
市
景
観
計
画
で
指
定
し
て
い
る
「
城
崎
温
泉

景
観
形
成
重
点
地
区
」を
対
象
地
域
と
し
て
い
ま
す
。

な
お
、「
城
崎
温
泉
景
観
形
成
重
点
地
区
」（
約
36
・

８
ha
）
に
は
、
木
造
３
階
建
て
建
築
物
が
約
２
０
０

棟
（
そ
の
う
ち
旅
館
は
約

60
棟
）現
存
し
て
い
ま
す
。

②　

対
象
建
築
物

対
象
と
な
る
建
築
物

は
、「
城
崎
温
泉
景
観
形

成
重
点
地
区
」
に
存
す
る

木
造
建
築
物
の
う
ち
、
歴

史
的
・
文
化
的
・
景
観
的

に
特
に
重
要
な
も
の
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
た
表
２

の
建
築
物
で
す
。

③　

対
象
行
為

対
象
と
な
る
行
為
は
、

増
築
（
既
存
建
築
と
棟
続
き
の
場
合
に
限
る
）、
一

部
改
築
、
用
途
変
更
、
大
規
模
修
繕
、
大
規
模
模
様

替
え
で
す
。
な
お
、
軽
微
な
改
修
や
既
存
用
途
の
ま

ま
の
利
用
な
ど
に
つ
い
て
は
対
象
外
で
す
。

（
２
）
条
例
の
手
続

条
例
に
基
づ
く
手
続
の
概
要
に
つ
い
て
は
次
の
と

お
り
で
す
。

①　

保
存
活
用
計
画
の
作
成

所
有
者
は
保
存
を
図
り
な
が
ら
、
活
用
す
る
た
め

の
建
築
計
画
や
、
安
全
性
の
向
上
、
維
持
管
理
に
関

す
る
計
画
を
記
載
し
た
保
存
活
用
計
画
を
作
成
す
る
。

②　

市
長
へ
の
認
定
申
請

所
有
者
は
、
市
長
に
対
し
、
保
存
活
用
計
画
を
添

え
て
、
対
象
建
築
物
を
認
定
歴
史
的
建
築
物
と
し
て

認
定
す
る
よ
う
申
請
す
る
。

③　

認
定
歴
史
的
建
築
物
の
認
定

市
長
は
、
所
有
者
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
保
存
活
用

計
画
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
市
の

専
門
委
員
会
の
審
議
を
経
て
、
認
定
歴
史
的
建
築
物

に
認
定
す
る
。

④　

建
基
法
の
適
用
除
外

市
長
は
、
認
定
歴
史
的
建
築
物
の
建
基
法
の
適
用

項　　目 例示されている具体的な措置

構造安全性の
確保

耐震補強対策 基礎の補強、上部構造の補強
劣化部分の改修対策 １階水回りの土台･柱の腐朽防止

火災安全性の
確保

出火防止･火災拡大防止対策 全館スプリンクラー設置
避難安全性の確保 屋内・屋外二方向避難
消防活動の確保 消防への直接通報

対　象 根拠法・条例等
国登録有形文化財 文化財保護法第57条第１項
県登録有形文化財 兵庫県文化財保護条例第19条の２第１項
景観重要建造物 景観法第19条第１項
その他 市長が指定するもの

表１　「安全性確保等に関する指針」の主な内容

表２　対象建築物
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除
外
に
つ
い
て
、
特
定
行
政
庁
に
申
出
を
行
い
、
県

の
建
築
審
査
会
の
同
意
を
得
て
、
建
基
法
の
適
用
除

外
の
指
定
を
受
け
る
。

⑤　

現
状
変
更
の
許
可
・
定
期
的
な
維
持
管
理

所
有
者
は
、
建
築
行
為
を
行
う
（
現
状
変
更
）
前

に
、
市
長
の
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

現
状
変
更
後
、所
有
者
は
適
切
な
維
持
管
理
を
行
い
、

定
期
的
に
市
長
に
報
告
す
る
。

６　

保
存
活
用
計
画
と
は

本
条
例
に
よ
り
建
基
法
の
適
用
除
外
の
指
定
を
受

け
る
に
は
、
対
象
建
築
物
の
保
存
活
用
計
画
の
作
成

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
保
存
活
用
計
画
は
、
対
象
建

築
物
を
良
好
な
状
態
で
保
存
し
な
が
ら
使
い
続
け
る

た
め
に
、
主
に
次
の
内
容
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で

す
。
認
定
歴
史
的
建
築
物
は
、
こ
の
保
存
活
用
計
画

に
基
づ
い
て
、
建
築
工
事
や
維
持
管
理
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
豊
岡
市
で
は
円
滑
な
保
存
活
用
計
画
の
作

成
の
た
め
、「
保
存
活
用
計
画
作
成
の
手
引
き
」
の

作
成
も
行
い
ま
し
た
。

《
保
存
活
用
計
画
の
概
要
》

ア　

当
該
対
象
建
築
物
の
保
存
を
図
り
な
が
ら
、
こ
れ

を
活
用
す
る
た
め
に
必
要
な
増
築
等
の
工
事
の
内
容

イ　

当
該
対
象
建
築
物
の
安
全
性
に
関
す
る
事
項

ウ　

当
該
対
象
建
築
物
の
維
持
管
理
に
関
す
る
事
項

エ　

そ
の
他
市
長
が
当
該
対
象
建
築
物
の
良
好
な
保

存
及
び
活
用
並
び
に
当
該
対
象
建
築
物
が
存
す
る

敷
地
の
周
辺
の
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
に
必
要

と
認
め
る
事
項

７　

そ
の
他

（
１
）
専
門
委
員
会
の
設
置

豊
岡
市
で
は
、
条
例
の
審
査
体
制
と
し
て
建
築
、

消
防
、
防
災
等
に
関
し
高
い
識
見
と
経
験
を
有
す
る

者
で
構
成
す
る「
専
門
委
員
会
」を
設
置
し
て
い
ま
す
。

認
定
、
変
更
認
定
又
は
仮
使
用
承
認
等
の
際
に
は
、

専
門
的
な
各
分
野
か
ら
、
幅
広
い
意
見
を
頂
き
ま
す
。

特
に
認
定
審
査
の
際
は
、
建
基
法

の
適
用
除
外
も
想
定
し
て
い
る
た

め
、
安
全
面
に
お
い
て
実
務
的
で

か
つ
専
門
的
な
識
見
が
必
要
で
あ

り
、
特
定
行
政
庁
で
は
な
い
本
市

に
と
っ
て
も
、
安
心
で
信
頼
あ
る

審
査
体
制
を
構
築
し
て
い
ま
す
。

（
２
）
助
成
制
度
の
創
設

豊
岡
市
で
は
本
条
例
を
活
用
し

城
崎
温
泉
地
区
の
歴
史
的
建
築
物

の
保
存
・
活
用
が
ス
ム
ー
ズ
に
行

く
よ
う
に
、
本
条
例
と
併
せ
て
表

３
の
助
成
制
度
を
設
立
し
ま
し
た
。

 

所有者 市  県 

保存活用計画 
を作成 

 同計画を認定  建基法に基づき
適用除外指定 

旅館→旅館 

旅館→店舗 

旅館→旅館 

｢安全性確保
等に関する指
針｣を反映 

（木造３階建て旅館）

(例) 

１階を 
店舗に 
改修 

（市条例） (建基法) 

専門委員会 
の審議 

建築審査会 
の同意 

図１　条例の手続から建基法適用除外まで

項　目 助成率 助成限度額（千円）
設計費 ２/３以内 ２，０００
工事費 １/２以内 １８，０００

表３　対象建築物



特
集
自
治
体
に
お
け
る
歴
史
的
建
築
物
の
活
用
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（
３
）
今
後
の
課
題
等

本
条
例
に
お
い
て
認
定
を
受
け
て
も
、
建
基
法
の

適
用
除
外
手
続
に
つ
い
て
は
建
築
審
査
会
の
同
意
が

必
要
で
あ
り
、従
来
と
同
様
の
取
扱
い
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
で
は
、
所
有
者
等
に
と
っ
て
審
査
の
複
雑
化
及

び
長
期
化
な
ど
大
き
な
負
担
が
生
じ
る
こ
と
が
懸
念

さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
現
時
点
で
建
基
法
の
代
替
措
置
と
し
て
、

保
存
活
用
計
画
に
お
け
る
安
全
性
確
保
に
関
す
る
具

体
的
な
措
置
を
示
し
た
基
準
の
よ
う
な
も
の
は
な
い

た
め
、
今
後
、
事
例
を
積
み
重
ね
、
所
有
者
等
の
よ

り
ど
こ
ろ
と
な
る
水
準
を
整
理
し
て
い
く
こ
と
が
重

要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

８　

お
わ
り
に

本
条
例
の
施
行
か
ら
１
年
以
上
経
過
し
て
い
ま
す

が
、
建
基
法
第
３
条
第
１
項
第
３
号
の
適
用
除
外
規

定
に
よ
る
歴
史
的
建
築
物
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
ま

だ
１
件
も
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
、条
例
を
制
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、

城
崎
温
泉
に
お
け
る
歴
史
的
木
造
建
築
物
の
保
存
活

用
、
城
崎
温
泉
の
町
並
み
を
将
来
に
わ
た
っ
て
継
承

し
て
い
く
た
め
の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
い
え
ま
す
。

本
条
例
に
よ
る
歴
史
的
建
築
物
の
認
定
に
は
、
建

基
法
が
求
め
る
安
全
面
の
代
替
措
置
を
講
じ
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
認
定
さ
れ
れ
ば
、
個
々

の
建
築
物
の
安
全
性
が
高
ま
り
、
町
並
み
の
保
全
が

推
進
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
住
民
の
安
全
意
識
の
向

上
へ
と
つ
な
が
り
、
城
崎
温
泉
地
区
全
体
の
安
全
性

が
高
ま
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

今
後
、
歴
史
的
建
築
物
の
認
定
の
た
め
に
は
、
条

例
制
度
の
よ
り
一
層
の
充
実
を
図
る
取
組
を
続
け
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

そ
し
て
、
城
崎
温
泉
の
歴
史
的
建
築
物
及
び
町
並

み
が
良
好
な
状
態
で
保
全
さ
れ
る
と
と
も
に
「
歴
史

と
文
学
と
い
で
湯
の
ま
ち
城
崎
温
泉
」
が
次
世
代
に

わ
た
っ
て
受
け
継
が
れ
、
城
崎
温
泉
街
の
更
な
る
に

ぎ
わ
い
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。
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